
別紙２ 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47年３月１日蔵関第 107号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

輸出申告書（Ｃ－5010） 

 

＜記入上の一般的事項＞ 

 

（省略） 

 

＜申告書下段の記載要領＞ 

（省略） 

「「外国為替及び外国貿易法」及び「輸出貿易管理令」関係」の欄の記載方

法 

⑴ 「外国為替及び外国貿易法第48条第１項に基づく輸出貿易管理令第１

条第１項別表第１の  項」の欄は、当該輸出が輸出貿易管理令（昭和

24年政令第378号）第１条第１項（別表第１の16項に掲げる貨物を除く。

）に該当する場合には、輸出の許可の要否にかかわらず、「該当」の枠内

に×印を記入するとともに、「別表第１の  項」の欄に該当する同令別

表第１の項の番号を記載する。 

  また、当該輸出が同令第１条第１項に該当しない場合には、「非該当」

の枠内に×印を記入する。 

⑵ 「輸出貿易管理令第２条第１項第  号」の欄は、当該輸出が同令第

２条第１項のいずれかの号に該当する場合には、輸出の承認の要否にか

かわらず、「該当」の枠内に×印を記入するとともに、「第２条第１項第 

号」の欄に該当する号の番号を記入する。なお、当該輸出が同令第２

条第１項第１号に該当し、輸出の承認を必要とするものである場合に

は、同令別表第２の該当する項の番号を「別表第２の  項」の欄に記

入する。 

また、当該輸出が同令第２条第１項のいずれの号にも該当しない場合

には、「非該当」の枠内に×印を記入する。 

⑶ 「輸出貿易管理令第４条第 項第  号の  」の欄は、当該輸出が

Ⅱ 記載要領及び留意事項 

 

関税法関係 

 

輸出申告書（Ｃ－5010） 

 

＜記入上の一般的事項＞ 

 

（同左） 

 

＜申告書下段の記載要領＞ 

（同左） 

「「外国為替及び外国貿易法」及び「輸出貿易管理令」関係」の欄の記載方

法 

⑴ 「外国為替及び外国貿易法第48条第１項に基づく輸出貿易管理令第１

条第１項別表第１の  項」の欄は、当該輸出が輸出貿易管理令（昭和

24年政令第378号）第１条第１項（別表第１の16項に掲げる貨物を除く。

）に該当する場合には、輸出の許可の要否と係わらず、「該当」の枠内に

×印を記入するとともに、「別表第１の  項」の欄に該当する同令別表

第１の項の番号を記載する。 

  また、当該輸出が同令第１条第１項に該当しない場合には、「非該当」

の枠内に×印を記入する。 

⑵ 「輸出貿易管理令第２条第１項第  号」の欄は、当該輸出が同令第

２条第１項のいずれかの号に該当する場合には、輸出の承認の要否に係

わらず、「該当」の枠内に×印を記入するとともに、「第２条第１項第  

号」の欄に該当する号の番号を記入する。なお、当該輸出が同令第２条

第１項第１号に該当し、輸出の承認を必要とするものである場合には、

同令別表第２の該当する項の番号を「別表第２の  項」の欄に記入す

る。 

また、当該輸出が同令第２条第１項のいずれの号にも該当しない場合

には、「非該当」の枠内に×印を記入する。 

⑶ 「輸出貿易管理令第４条第 項第  号の  」の欄は、当該輸出が
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上記⑴又は⑵のいずれかに該当するが、同令第４条（第１項第３号又は

第４号に該当する場合は除く。）の規定に基づき輸出の許可又は承認を要

しない場合に、「該当」の枠内に×を記入するとともに、同令第４条の該

当する項及び号の番号等を記載する。 

 

（記載例）          （該当） 

     輸出貿易管理令第４条    

     第１項第１号の 

      別表第  の  項（号） 

⑷ 「輸出貿易管理令第１条第１項別表第１の  項又は第１条第３項」

の欄は、当該輸出が同令第１条第１項（別表第１の16項に掲げる貨物に

限る。）又は第３項に該当し、かつ、同令第４条第１項第３号のイからニ

まで若しくは第４号のイからニまで又は同条第２項第３号イ若しくはロ

のいずれかの規定に該当して輸出の許可を必要とするものである場合に

は、「許可要」の枠内に×印を記入する。当該輸出が同令第１条第１項に

該当する場合において、同令第１条第１項別表第１の16項中欄⑴に係る

ものであるときは「輸出貿易管理令第１条第１項別表第１の  項」の

欄に項の番号として16⑴を、同別表第１の16項中欄⑵に係るものである

ときは16⑵を記載する。なお、同令第１条第３項に該当する場合には当

該部分の項の番号の記載は要しない。 

  また、同令第１条第１項別表第１の16項に該当せず輸出の許可を要し

ない場合、又は、同令第１条第１項別表第１の16項に該当するが同令第

４条第１項第３号若しくは第４号又は同条第２項に該当し、輸出の許可

を要しない場合には、「許可不要」の枠内に×印を記入するとともに、

「輸出貿易管理令第１条第１項別表第１の  項」の欄に項の番号とし

て16を記載する。 

⑸ 品名欄を２欄以上使用する場合であって、上記⑴から⑷までの二以上

に該当する場合には、該当する⑴から⑶まで及び⑷の「該当」及び「許

可要」の枠内にそれぞれ×印を記入する。この場合において、上記⑴か

ら⑶までのそれぞれに二以上の該当品目がある場合には、該当する項又

は号の番号等をそれぞれの欄の空白部に（ ）書する。 

 

上記⑴又は⑵のいずれかに該当するが、同令第４条（第１項第３号に該

当する場合は除く。）の規定に基づき輸出の許可又は承認を要しない場合

に、「該当」の枠内に×を記入するとともに、同令第４条の該当する項及

び号の番号等を記載する。 

 

（記載例）          （該当） 

     輸出貿易管理令第４条    

     第１項第１号の 

      別表第  の  項（号） 

⑷ 「輸出貿易管理令第１条第１項別表第１の  項」の欄は、当該輸出

が同令第１条第１項（別表第１の16項に掲げる貨物に限る。）に該当し、

かつ、同令第４条第１項第３号のイからニまでのいずれかの規定に基づ

き輸出の許可を必要とするものである場合には、「許可要」の枠内に×印

を記入するとともに、「輸出貿易管理令第１条第１項別表第１の  項」

の欄に項の番号として16を記載する。 

  また、同令第１条第１項別表第１の16項に該当せず輸出の許可を要し

ない場合、又は、同令第１条第１項別表第１の16項に該当するが同令第

４条第１項第３号に該当し、輸出の許可を要しない場合には、「許可不要

」の枠内に×印を記入するとともに、「輸出貿易管理令第１条第１項別表

第１の  項」の欄に項の番号として16を記載する。 

 

 

 

 

 

 

⑸ 品名欄を２欄以上使用する場合であつて、上記⑴から⑷までの二以上

に該当する場合には、該当する⑴から⑶まで及び⑷の「該当」及び「許

可要」の枠内にそれぞれ×印を記入する。この場合において、上記⑴か

ら⑶までのそれぞれに二以上の該当品目がある場合には、該当する項又

は号の番号等をそれぞれの欄の空白部に（ ）書する。 

 



別紙２ 

新旧対照表 

【税関様式関係通達（昭和 47年３月１日蔵関第 107号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 3  
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（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑹ 「輸出許可証又は輸出承認証の番号」の欄は、同令の規定に基づく輸

出の許可番号又は承認番号を記載する。 

   なお、上記⑴から⑶までの取扱いによって、⑴から⑵までの「該当」

の枠内に×印が記入されており、かつ、⑶の「該当」の枠内に×印が記

入されておらず、許可又は承認が必要である場合及び⑷の取扱いによっ

て「許可要」の枠内に×印が記入されている場合には、この欄に輸出の

許可番号又は承認番号が記載されることとなる。 

（省略） 

（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑹ 「輸出許可証又は輸出承認証の番号」の欄は、同令の規定に基づく輸

出の許可番号又は承認番号を記載する。 

   なお、上記⑴から⑶までの取扱によつて、⑴から⑵までの「該当」の

枠内に×印が記入されており、かつ、⑶の「該当」の枠内に×印が記入

されておらず、許可又は承認が必要である場合及び⑷の取扱いによつて

「許可要」の枠内に×印が記入されている場合には、この欄に輸出の許

可番号又は承認番号が記載されることとなる。 

（同左） 

 

「外国為替及び外国貿易法」及び 
「輸出貿易管理令」関係 
 
外国為替及び外国貿易法    （該 当）  （非該当） 
第 48 条第１項に基づく 
輸出貿易管理令第１条第１ 
項別表第１の⑵⑶項         ⑷ 
 
輸出貿易管理令 
第２条第１項第２号 
別表第２の⒁⒂項 
 
輸出貿易管理令第４条 
第⑴⑵項第⑴⑵号の(ｲ) 
別表第⑸の⑴項(号) 
 
輸出貿易管理令第１条第１項    （許可要） （許可不要） 
別表第１の 16 項 
 
 
輸出許可証又は輸出承認証の番号 

「外国為替及び外国貿易法」及び 
「輸出貿易管理令」関係 
 
外国為替及び外国貿易法    （該 当）  （非該当） 
第 48 条第１項に基づく 
輸出貿易管理令第１条第１ 
項別表第１の⑵⑶項         ⑷ 
 
輸出貿易管理令 
第２条第１項第２号 
別表第２の⒁⒂項 
 
輸出貿易管理令第４条 
第⑴⑵項第⑴⑵号の(ｲ) 
別表第⑸の⑴項(号) 
 
輸出貿易管理令        （許可要） （許可不要） 
第１条第１項別表第１の 16 項   
又は第１条第３項 
 
輸出許可証又は輸出承認証の番号 


